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臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金

　平成２６年４月からの消費税引き上げに際し、所得の低い方々や子育て世帯の生活に及ぶ影響に配慮

し、暫定的・臨時的な給付金を支給します。なお受給にはそれぞれ申請が必要になります。

　申請は、平成２６年１月１日現在において住民登録がある市町村で行います。

※現在、佐野市にお住まいの方でも今年１月１日時点の住民登録が別の市町村にあった場合は、

　その市町村へ申請を行っていただきます

●臨時福祉給付金

対象

平成２６年度分の市民税（均等割）が課税されない方が対象です。

ただし、ご自身を扶養している方が課税されている場合、および生活保護制度の被保護者と

なっている場合などは対象外です。

給付額

支給対象者１人につき１万円（ただし、次に該当する人は５千円を加算）

・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの受給者

・児童扶養手当、特別障害者手当の受給者など

■問合せ＝　

臨時福祉給付金について… 社会福祉課☎（２０）３０２０

子育て世帯臨時特例給付金について… こども課　☎（２０）３０２３

●子育て世帯臨時特例給付金

対象
平成２６年１月分の児童手当（特例給付を含む）の受給者であって、その平成２５年の所得が

児童手当の所得制限額に満たないもの

給付額

対象児童１人につき１万円

対象児童：支給対象者の平成２６年１月分の児童手当（特例給付を含む）の対象となる児童

（上記「臨時福祉給付金」の対象者および生活保護制度の被保護者などを除く）

※重複受給はできません。両方の給付金に該当する場合は「臨時福祉給付金」が優先されます

※申請や支給の方法は、平成２６年度の市民税の課税・非課税が決定する６月以降に、

　広報さのや市ホームページでお知らせします

※受け付けは「７月」から３カ月間を予定しています

厚生労働省相談窓口（臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金共通）
　制度の概要についてのお問い合わせは下記専用ダイヤルをご利用ください。

　☎０５７０- ０３７- １９２　月曜日～金曜日（祝日などを除く）の午前９時～午後６時

臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の

詐取」にご注意ください
• 市役所や厚生労働省などがＡＴＭ（銀行・コンビニなどの自動現金支払機）の操作をお願いすること

は、絶対にありません

• ＡＴＭを自分で操作して他人からお金を振り込んでもらうことは、絶対にできません

• 市役所や厚生労働省などが、「臨時福祉給付金（簡素な給付措置）」や「子育て世帯臨時特例給付金」

を支給するために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません

• 現時点で、市役所や厚生労働省などが住民の皆さんの世帯構成や、銀行口座の番号などの個人情報

を照会することは、絶対にありません

• 自宅や職場などに、市役所や厚生労働省の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届い

たら、市役所（社会福祉課、こども課）や最寄りの警察署にご連絡ください
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５
月
12
日
は
「
民
生
委
員
児
童
委
員
の
日
」
で
す

‐
民
生
委
員
児
童
委
員
の
仕
事
Ｑ
＆
Ａ
‐

　

民
生
委
員
児
童
委
員
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
委
嘱
を
受
け
た
地
域
の
福
祉
全
般
に
わ
た
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
す
。

　

市
民
の
目
線
で
皆
さ
ん
の
く
ら
し
を
支
援
し
ま
す
。③

子
ど
も
や
ひ
と
り
親
家
庭
に
関
す
る
こ
と

　

子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
に
、
児

童
館
活
動
な
ど
を
と
お
し
て
、
地
域
ぐ
る
み
の
活

動
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
母
子
・
父
子
家
庭
世
帯
の
生
活
上
の
相

談
や
必
要
な
支
援
に
つ
い
て
、
市
や
専
門
機
関
と

連
携
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

④
そ
の
他

　

①
～
③
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
生
活
全
般
に
わ
た

る
困
っ
た
こ
と
、
心
配
な
こ
と
の
相
談
に
応
じ
て
、

必
要
な
支
援
や
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
市

や
専
門
機
関
に
紹
介
し
ま
す
。

※
民
生
委
員
児
童
委
員
に
過
度
な
負
担
と
な
る
よ

う
な
社
会
福
祉
以
外
の
依
頼
は
控
え
ま
し
ょ
う

Ｑ
相
談
内
容
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
か
？

Ａ
民
生
委
員
児
童
委
員
に
は
、
相
談
内
容
に
つ
い

て
口
外
し
た
り
し
な
い
よ
う
、
秘
密
を
守
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
安
心
し
て
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

民
生
委
員
児
童
委
員
は
、あ
な
た
の
す
ぐ
近
く
に
い
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎

（２０）
３
０
２
０

Ｑ
民
生
委
員
児
童
委
員
は
、市
内
に
何
人
い
ま
す

か
？

Ａ
３
月
１
日
現
在
で
２
６
９
人
い
ま
す
。
町
内
会

に
１
～
５
人
、
あ
る
い
は
、
複
数
の
町
内
会
で
１

人
程
度
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
民
生
委
員
児
童
委
員
の
中
に
は
、
子
ど

も
に
関
す
る
こ
と
を
専
門
的
に
取
り
扱
う
「
主
任

児
童
委
員
」
が
30
人
い
ま
す
。

Ｑ
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
ま
す
か
？

Ａ
民
生
委
員
児
童
委
員
の
仕
事
を
、
大
き
く
分
け

て
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

①
高
齢
者
に
関
す
る
こ
と

　

給
食
サ
ー
ビ
ス
な
ど
で
見
守
り
を
し
な
が
ら
相

談
に
応
じ
た
り
、
そ
の
方
に
必
要
な
福
祉
サ
ー
ビ

ス
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
市
や
社
会
福
祉
協
議
会

な
ど
へ
の
申
請
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

②
障
が
い
者
に
関
す
る
こ
と

　

障
が
い
の
あ
る
方
が
、
自
立
し
た
社
会
生
活
を

送
れ
る
よ
う
相
談
に
応
じ
た
り
、
市
や
社
会
福
祉

協
議
会
な
ど
と
協
力
し
て
支
援
を
し
ま
す
。

児童手当の「現況届」と「所得審査」について

【現況届】　

　児童手当制度では、毎年６月に「現況届」を提出していただき、引き続き支給できる要件を満たしてい

るか確認します。現況届が必要な方には６月上旬に案内通知を郵送しますので、６月中に届け出をして

ください。この届け出をしないと６月分以降の手当が受けられなくなります。

　詳しくは郵送される案内通知をご確認ください。

【所得審査】

　提出いただく「現況届」に基づき、所得審査を行います。受給者の

前年中（平成２５年中）の所得で審査し、所得制限限度額以上の場

合には、年齢区分に応じた児童手当は支給されませんが、児童１人

当たり月額５,０００円が支給されます（特例給付）。

※所得の申告が必要です。まだお済みでない方は、早急に申告をし

　てください

※所得額が所得制限限度額（右表）を超える場合でも、児童手当法

　による控除により限度額内になる場合もあります

【所得制限限度額】（平成２６年度）

扶養親族等の数 所得制限限度額

０人 ６２２万円

１人 ６６０万円

２人 ６９８万円

３人 ７３６万円

４人 ７７４万円

５人 ８１２万円

6 人以上の場合
１人増えるごと
に３８万円加算

■問合せ＝こども課☎（２０）３０２３




